
1961年 外交関係に関するウィーン条約 

第二十九条 

 外交官の身体は、不可侵とする。外交官は、いかなる方法によつても抑留し又

は拘禁することができない。接受国は、相応な敬意をもつて外交官を待遇し、か

つ、外交官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害をも防止するためすべて

の適当な措置を執らなければならない。 

 

 

 

1963年 領事関係に関するウィーン条約 

第三十一条 領事機関の公館の不可侵 

１ 領事機関の公館は、この条に定める限度において不可侵とする。 

２ 接受国の当局は、領事機関の長若しくはその指名した者又は派遣国の外交

使節団の長の同意がある場合を除くほか、領事機関の公館で専ら領事機関の

活動のために使用される部分に立ち入つてはならない。ただし、火災その他迅

速な保護措置を必要とする災害の場合には、領事機関の長の同意があつたも

のとみなす。 

３ 接受国は、２の規定に従うことを条件として、領事機関の公館を侵入又は損

壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を

防止するためすべての適当な措置をとる特別の責務を有する。 

４ 領事機関の公館及びその用具類並びに領事機関の財産及び輸送手段は、国

防又は公共事業の目的のためのいかなる形式の徴発からも免除される。この

目的のために収用を必要とする場合には、領事任務の遂行の妨げとならない

ようあらゆる可能な措置がとられるものとし、また、派遣国に対し、迅速、十

分かつ有効な補償が行われる。 
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日米首脳共同声明 

「未来のためのグローバル・パートナー」 

2024年 4月 10日（抜粋） 
 

防衛・安全保障協力の強化 

（・・・） 

米国は、日本が自国の国家安全保障戦略に従い、2027 日本会計年度に防衛力とそれを補

完する取組に係る予算を GDP 比２％へ増額する計画、反撃能力を保有する決定及び自衛

隊の指揮・統制を強化するために自衛隊の統合作戦司令部を新設する計画を含む、防衛力の

抜本的強化のために日本が講じている措置を歓迎する。これらの取組は共に、日米同盟を強

化し、インド太平洋地域の安定に貢献しつつ、日米の防衛関係をかつてないレベルに引き上

げ、日米安全保障協力の新しい時代を切り拓くこととなる。 

 

我々は本日、日米同盟を更に前進させるためのいくつかの新たな戦略的イニシアティブ

を発表する。地域の安全保障上の課題が展開する速度を認識し、日米の二国間同盟体制がこ

うした極めて重要な変化に対応できるようにするため、我々は、作戦及び能力のシームレス

な統合を可能にし、平時及び有事における自衛隊と米軍との間の相互運用性及び計画策定

の強化を可能にするため、二国間でそれぞれの指揮・統制の枠組みを向上させる意図を表明

する。より効果的な日米同盟の指揮・統制は、喫緊の地域の安全保障上の課題に直面するに

当たり、抑止力を強化し、自由で開かれたインド太平洋を促進していく。我々は、日米それ

ぞれの外務・防衛担当省庁に対し、日米安全保障協議委員会（日米「２＋２」）を通じて、

この新しい関係を発展させるよう求める。このビジョンを支えるに当たり、我々はまた、日

米共同情報分析組織（BIAC）を通じたものを含め、情報収集、警戒監視及び偵察活動にお

ける協力並びに同盟の情報共有能力を深化させるという目標を改めて確認する。 

 

我々はまた、同盟の戦力態勢を強化し、高度な基地能力を構築し、脅威に対する抑止及び

防衛に必要な備えを増強させるための取組を引き続き実施していく。我々は、日本固有のス

タンド・オフ・プログラムを強化するための米国の物品及び技術的支援を含む、日本の一連

の反撃能力の効果的な開発及び運用に向けた二国間協力を深化させることを決意する。米

国は、日本がトマホーク（TLAM）システムの運用能力を獲得するための訓練計画及び艦艇

の改修を開始するとのコミットメントを表明した。我々はまた、ハイエンドな地域の極超音

速の脅威に対抗するための滑空段階迎撃用誘導弾（GPI）協力開発プログラムを追求するこ

とを改めて確認した。 

（・・・） 
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